
令和6年度富山家庭裁判所における裁判事務の分配、

裁判官の配置及び裁判官に差し支えがあるときの代理
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第2裁判事務の分配

1 本 庁

（1） 新受事件は、別表第1に従い、事件ごとに受付順に配填する。ただ

し、少年法第20条第2項に該当する事件及び第62条第2項に該当

する事件は、長島（寧）裁判官に配填し、染井裁判官に配填された少

年保護事件のうち、第20条第1項の決定を要するもの及び第62条

第1項の決定を要するものについては、長島(寧)裁判官が処理する。

(2) 人事訴訟事件が家事調停に付されたときは、別表第1の定めにかか

わらず、 当該訴訟事件の受訴裁判所を構成する裁判官において処理す

I

ることができる。

（3） 魚津支部からの回付による後見等監督処分事件等は、長島（銀）裁

判官に配填する。

2魚津支部

全部を長島（銀）裁判官が取り扱う。

3 高岡支部

別表第2のとおりとする。
ノ

第3裁判事務の代理順序

1 本 庁

(1)裁判長に差し支えがあるときは、第1の1に掲げる順序により代理

する。

（2）合議体の裁判官に差し支えがあるときは、所長の指名した裁判官が

代理する。

（3） 家事係又は少年係の裁判官に差し支えがあるときは、各係の裁判官

の協議により定めた裁判官が代理する。

2魚津支部

長島（銀）裁判官に差し支えがあるときは、古庄裁判官、 日下部裁判

官の順に代理する。

一

2

’

1



ｉ
１
Ｉ
ｉ
Ｉ

3 高岡支部

(1) 支部長に差し支えがあるときは、吉田（豊）裁判官、矢島裁判官の

． 順に代理する｡

(2)裁判官に差し支えがあるときは、他の裁判官の協議により定めた裁

判官が代理する。 ‘ ､

4 出張事件処理要領に基づき朝日町及び氷見市に出張して処理する家事．

調停事件の担当裁判官及び代理順序は、別表第3のとおり定める。

5 各庁とも、大規模地震等の災害が発生した場合などにより、以上による，

ことができないとき又は相当でないときは、所長の指名した裁判官が代
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理する。

第4 開廷日割

別表第4のとおり定める。

第5 司法行政事務の代理順序

1 所長に差し支えがあるときは、長島（寧）裁判官、梅澤裁判官、矢口

裁判官の順に代理する。

2魚津支部長に差し支えがあるときは、古庄裁判官が代理する。

3 高岡支部長に差し支えがあるときは＄吉田（豊）裁判官、矢島裁判官
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4以上によることができないときは、所長の指名した裁判官が代理する。
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(別表第1）
本庁の裁判官に対する事務分配

1 合議事件（家事、訴訟関係）

2合議事件（少年関係）

(注） 長島（章）裁判官に差し支えがある場合には梅澤裁判官、矢口裁判官の順に、本多
裁判官に差し支えがある場合には古庄裁判官が、染井裁判官に差し支えがある場合に
は日下部裁判官が、それぞれ処理する。
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3 単独事件

I

基本事件に保全事ｲ牛の甲立てが沙

基本事件を長島（寧）裁判官又は古庄裁判官に配てん替えし、新受事件で調
整する。
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(別表第2）

’ 合議事件
高岡支部の裁判官に対する事務分配

(注）調停から審判に移行したものを含む。
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(別表第3）

朝日町及び氷見市に出張して処理する家事調停事件の担当裁判官及び代理順序
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